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第１ 第７号議案  高齢者叙勲候補者の推薦について 

第２ 第８号議案  平成２８年度八王子市立中学校使用教科用図書採択要綱
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【午前９時００分開会】 

○坂倉教育長  大変お待たせいたしました。本日の出席は５名全員でありますので、本日

の委員会は有効に成立いたしました。 

    これより平成２７年度第２回定例会を開会いたします。 

    いつも申し上げておりますけれども、本市では節電の取組を継続しておりますので、

照明の一部を落とさせていただいております。御理解いただきますようお願いいたし

ます。 

日程に入ります前に、本日の議事録署名員の指名をいたします。 

    本日の議事録署名員は、和田孝委員を指名いたします。よろしくお願いいたします。 

    さて、前回の定例会でも、平成２７年４月に地方教育行政の組織及び運営に関する

法律の改正が行われた旨を御説明いたしました。この法改正では、市長が主催し、市

長と教育委員会を構成員とする総合教育会議の設置が義務づけられたところでござい

ます。この会議では教育行政の大綱の策定や教育の条件整備など、重点的に講ずべき

施策、児童・生徒等の生命・身体の保護等、緊急の場合に講ずべき措置などについて、

協議・調整を行うとありますが、これは私ども教育委員会にとっては、市長と直接協

議ができる大変貴重な機会であると捉えているところでございます。 

    その総合教育会議の議事進行でございますけれども、前学校教育部長であった野村

総合教育会議専門管理官が行うと聞いております。会議の運営を円滑に行うためには、

本市の教育課題や、こういった定例会で話し合われた内容を把握しておく必要がある

と考えるところでございます。したがいまして、本日から八王子教育委員会会議規則

第１２条、教育長は必要に応じて関係職員を出席させることができる、の条項に添い

まして、総合教育会議専門管理官の定例会への出席を許可したいと思うところでござ

います。 

    また、議事日程中、第７号議案は審議内容が個人情報に及ぶため「地方教育行政の

組織及び運営に関する法律」第１４条第７項及び第８項の規定により、非公開といた

したいと思いますが、御異議ございませんでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○坂倉教育長  御異議ないものと認めます。 

――――――――――――――――――◇―――――――――――――――――― 

○坂倉教育長  それでは、それ以外の日程について進行いたします。 
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    日程第２、第８号議案「平成２８年度八王子市立中学校使用教科用図書採択要綱に

ついて」を議題に供します。 

    本案について、指導課から御説明願います。 

○斉藤統括指導主事  それでは、平成２８年度八王子市立中学校使用教科用図書採択要綱

について御説明いたします。詳細につきましては、担当の和田主査より御説明申し上

げます。 

○和田指導課主査  現在、市立中学校では、平成２３年度に採択しました教科書を２４年

度から使用しております。教科書は４年ごとに採択替えを行いますので、来年度、平

成２８年度から４年間、八王子市立中学校が使用する教科書についての採択を、今年

度実施いたします。 

教科書採択につきましては、お手元の資料、採択要綱を御覧いただきたいと思いま

すが、要綱第２条にございますとおり、教育委員会の権限に属しております。 

本要綱は、教科書採択を公正かつ適正に行うために必要な事項を定めるものでござ

います。 

採択の方法につきましては、教科書を種目ごとに１種採択していきます。採択に当

たりましては、対象となる教科書について調査・研究が十分行われますよう、第５条

第４項にありますように、教科用図書選定資料作成委員会を置いて資料を作成するこ

ととしております。 

今回、全て新たに検定を経た教科書であるため、全ての種目について資料を作成す

ることとなります。 

具体的には、選定資料作成委員会の下に教科別調査部会を設けて、調査・研究を行

ってまいります。 

最後に、採択の時期につきましては、教科書を使用する年度の前年度の８月３１日

までに行わなければならないこととなっております。大変短い期間での日程となって

おります。どうぞよろしくお願いいたします。 

説明は以上でございます。 

○坂倉教育長  説明は終わりました。 

    御質疑、御意見ございませんでしょうか。 

    輿水委員が初めてなので、日程等を、要綱とはあまり関係ありませんが、もう少し

説明したほうがわかりやすいかと。 
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○和田指導課主査  教科書採択の時期につきましては、８月３１日までに採択しなければ

ならないこととなっておりますので、４月から８月までの間ということになりますが、

まず、検定を経ました教科書見本が届く時期が、４月末日ごろということで通知を受

けております。そういたしますと、教育委員の皆様方には、教科書をまず見ていただ

きたいとは思っておりますが、採択地区用につきましては、教科書見本が５部届きま

す。それ以外に、教育委員の皆様方に１冊ずつとなりますので、八王子市教育委員会

としましては合計１０セット、見本本が届くことになっております。 

    調査につきましては、今、御説明しましたとおり、資料作成委員会、その下に教科

別の調査部会を設置する予定でございます。その調査以外に、各学校からの調査研究

報告書も求めたいと考えております。そういたしますと、教育委員の皆様以外の採択

地区用の５セットのみでは、なかなか十分な調査・研究を行うことが難しいと考えて

おりますので、できましたら、まず教育委員の皆様のその５セットをお借りしまして、

調査・研究に６月末くらいをめどに、資料作成委員会、各学校の調査を進めさせてい

ただきたいと考えております。 

    そこで、学校の調査が終わりましたら、教育委員の皆様に、学校の調査で使用させ

ていただきました教科書見本を、まずお届けさせていただきまして、教科書を十分見

ていただきたいと思っております。 

    ７月になりましたら、資料作成委員会として、各学校の調査や教科書センターにお

ける保護者からのアンケートなどを参考にしまして、資料作成委員会としての資料を

完成させ、教育委員の皆様にお届けして、あわせて教科書と、調査・研究しました資

料とを比べていただき、御検討いただきたいと考えております。 

    協議につきましては、定例会の開催時期が限られておりますので、７月、８月の教

育委員会定例会にて、各種目につきまして御協議いただき、１種決定していただきた

いと考えております。 

    以上でございます。 

○坂倉教育長  本来、見本本が１０冊来て、そのうち５冊が事務局用で５冊は教育委員用

なのです。従前から、国、都には増冊をお願いしているのですが、なかなか応じても

らえず、数が少ないままです。各学校でも、もう少し時間が欲しいという声もありま

すし、それから、一般の市民の方々からも教科書センターでしっかり見せてほしいと

言われています。そういう中では、実際に御覧いただく期間が短くなりまして、教育
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委員の方々には申し訳ないのですが、事務局に先に資料を使わせていただいて、短い

期間での審査といいますか、見本本の確認をお願いしたいと、そういうことでいいで

すね。 

他の委員の方も前回同様でお願いいたします。 

    もう一つ、これも、いつも話題に出ることですけれども、調査委員会の資料につい

ては、極力客観性を持ったものにしていく中で、去年は大分よい資料だったと思うの

ですが、ぜひ今年も、我々委員が、教育長ないしは教育委員が参考にできるといいま

すか、ミスリードしないような形で客観的に書いていただければありがたいと思いま

すので、そこのところをもう一度確認したいと思います。 

○斉藤統括指導主事  この要綱が通りましたら、教科用図書選定資料作成委員会のほうで、

各部会長の校長先生方に私から説明する機会がありますので、今、お話しいただいた

ことを踏まえ、資料作成につきましては話していきたいと思います。 

○坂倉教育長  ということですけれども。 

○和田委員  要綱については、前回の採択要綱と基本的には変わっていないですよね。 

    大きく変わったところはありますか。 

○和田指導課主査  前回、４年前の中学校の要綱と、特に変更点はございません。 

○和田委員  それで、この時期になると、教科書検定の話題がいろいろ出てきまして、先

般も竹島とか尖閣諸島の扱いについての報道がなされています。また、原子力などの

エネルギーに関する記載事項についても、検定の過程でいろいろな指摘を受けるよう

な状況になっているのですが、そういう検定の過程でいろいろ指摘をされたり、ある

いは改善を求められたりというような作業の結果、こうやって教科書は出てくるわけ

なのですけれども、文科省が検定に当たってこういう点を指摘したとか、こういう改

善点を出したというような、そういう内容のポイントというのが、ペーパーになって

出てくるというのはあまり見たことがないのですが、どこかの段階で出てきますか。 

    例えば、資料作成委員会の中で、そういうことが議論されて、その指摘にきちんと

整合しているとか改善されたとかというところが報告の中に出てくるのでしょうか。 

    もし、そういう指摘事項があまり出てこないようであれば、もちろん私どもも研究

しなければいけないのですが、そういう文科省が指摘をしているような事項について

は、何らかの資料が出てくるとありがたいと思っているのですけれども、その辺のと

ころはどうでしょうか。 
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○山下学校教育部指導担当部長  基本的な考え方といたしましては、文部科学省等の検定

の中で、さまざまな御意見がついたということはありますが、それを踏まえて修正が

なされ、検定を通ったというものを前提に、この教科書採択を行うということでござ

います。 

    ですから、現時点では、その部分をピックアップしたような形の資料の作成、提示

の仕方は、今のところ考えておりません。 

    ただし、第７条にもあるのですが、調査の観点の中の５番が重点調査項目となって

おります。ここで、教科の特性を生かして、その部分について専門的な見地から、少

し掘り下げて比較してみようというようなことは考えているところでございます。 

○坂倉教育長  最終的に検定を通った本であるかどうか、その経緯についての説明はしな

いけれども、その各々のところの特徴というか重点については、その資料の中で重ね

ていきますと、そういうことですね。 

○和田委員  もう１点、いいですか。 

    もう１点は、毎回、採択のときに話題になるのですが、八王子の子どもにとって、

それぞれの教科書はどうなのかという点について、そういうところの観点で資料作成

委員会のほうは、例えば第７条のところ、先ほどお話がありましたけれども、そうい

う観点というのは入っていたのでしたか。あるいは、読み取るしかなかったのでした

か。 

○斉藤統括指導主事  八王子の子どもにとってという、直接の項目ではないのですが、先

ほど申したとおり、第１回の教科用図書選定資料作成委員会のところで、全部の部会

長が集まりまして、その方針について私どものほうからお話をさせていただきます。

意識した資料づくりということについては、全部会が取り組むような形でお話をさせ

ていただきたいと思います。 

    ただ、八王子の子どもにとってというのは、少し抽象的なところもありますので、

学力的なところとか、そういったようなことについては事務局のほうからも説明した

上で、全体的には統一したような観点で取り組めるようにしていきたいと考えており

ます。 

○和田委員  まさに、それで結構だと思うのですけれど、せっかく学力調査をやって、八

王子の子どもたちの学力の傾向であるとか、足りない部分についてもいろいろ指摘を

受けた部分があるわけなので、項目として挙げる必要はないかもしれませんけれども、



 
９ 

ぜひ、そういう観点も踏まえながら、教科書の調査に当たっていただければと思って

いますので、よろしくお願いします。 

○輿水委員  お礼です。私が初めてということで時間をとっていただきました。教科書採

択は、教育委員会に託された本当に重要な事項だと認識しています。 

    今のお話にあったように、子どもたちにとって一番いい教科書を、どういうふうに

選んでいくのか。特に第７条の調査の観点というのが大きなウエイトを占めるのかな

と思いながらお聞きしていました。先ほど、和田委員からの御質問に対してのお答え

で、おおよそ私の質問の内容もカバーされるのですけれども、第７条の観点の５番目

の「重点調査項目」、これがやはり大きいのだろうなと思います。 

    この重点調査項目については、例えばどのような調査項目を、資料作成委員会の

方々に教育委員会のほうから、または指導部のほうからお話しになるのですか。それ

とも逆に、資料作成委員会のほうから教科の特性を活かしてこういうことをやりたい

ということを、５については委員会のほうから挙げる形で御用意なさるのか、そこを

お聞きしたいと思って挙手をいたしました。 

○斉藤統括指導主事  今、御指摘いただいた点についてですけれども、例えば先ほど和田

委員に御指摘いただきましたとおり、社会科でしたらいろいろ話題になっているよう

なことを盛り込むですとか、それから理科等でしたら、図やグラフ、それから写真等

が見やすいかどうかというようなあたりも含めまして、活用しやすいかどうかという

ことですね。それから、本市として課題になっております、例えば資料活用能力等に

つきまして、伸ばしやすい教科書はどういったようなことなのかという、学力調査の

点から見たところなどを示しながら、具体的なところは各部会長の先生方にお示しし

ていきたいと考えております。 

○山下学校教育部指導担当部長  大きな流れとしましては、重点調査項目につきましては、

最初の段階ではこちらから具体的なことを示すというのはせず、教科の特性を活かし

てということですので、まずは、各調査、資料作成委員会に教科の専門家が集まって

おりますので、その協議をした中でポイントがどうかという話がこちらにまいります。 

    その上で、それが中立、公正な調査になるかという部分を踏まえて、決定をさせて

いただくということですので、その切り口についても、もとの提案は資料作成委員会

のほうのものを確認してというふうに考えております。 

○輿水委員  ありがとうございました。教科書は、あくまでも教材であって、教科書を教
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えるというよりも、教科書で教えるというのが大事だと言われながら、やはり教科書

の持つウエイトというのは非常に大きいかと思います。 

    ぜひ、調査の観点を明確にした上で、中立公正な採択ができるように、いい資料が

上がってくるようにお願いしたいと思います。 

    以上です。 

○坂倉教育長  他に、御質問、御意見ございませんでしょうか。 

○金山委員  一つ質問なのですけれども、教科書センターで一般の方とか先生方に見本を

見ていただけるようになるのは、６月くらいでしたか。それが、どのような形で周知

されるのかということを教えていただけますか。 

○和田指導課主査  先ほど、見本本の届く時期の予告がありまして、採択地区用、教育委

員の皆様には４月末ということで来ておりますが、教科書センターにつきましては５

月末日となっております。ですので、その後からということで、教科書センターでの

展示は６月上旬からになるかと思います。 

    周知の方法につきましては、現時点では６月１日号の八王子の広報とホームページ

で周知していきたいと考えております。 

○坂倉教育長  他に、御質問、御意見ございませんでしょうか。 

○星山委員  先ほどの重点調査項目のところで、昨年、小学校の採択のときにも感じたの

ですが、もちろん全ての教科書に目を通していって、教科書の中でこういうところが

いいと評価するというのはわかるのですけれども、私からすると一番わからないのは、

やはり子どもたちの実態なのです。 

    それで、当日、採択のときに御説明いただく先生方に、そこのところを御質問させ

ていただくことが、どうしても多くなるわけですが、この教科書がいいと思っても、

八王子の子どもたちに合っているかどうかということが非常に重要かなと思うのです

が、これは多数派を取るしか仕方がないかなと思いますが、そこに関しては、中立的

な立場というよりは、部会の先生方の御意見は知った上で、自分の思ったこととあわ

せて考えたいと非常に思いましたので、子どもたちの理解度であるとか実態であると

かという点に関しては、ぜひ、わかるように資料を作成していただけると大変ありが

たいと思います。 

    以上です。 

○斉藤統括指導主事  資料についても、そのあたりを留意するように話をしてまいります
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し、当日の部会長からの説明につきましても、そのあたりがわかるような口頭説明が

できるような形で進めてまいりたいと考えております。よろしくお願いいたします。 

○坂倉教育長  他に、御質疑、御意見ございますでしょうか。 

    他に御意見もないようでありますので、お諮りいたします。 

    ただいま議案となっております第８号議案については、提案のように決定というよ

うに御異議ございませんでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○坂倉教育長  御異議ないものと認めます。 

    第８号議案については、このように決定することにいたしました。 

――――――――――――――――――◇―――――――――――――――――― 

○坂倉教育長  続いて、報告事項となります。教育総務課から御報告願います。 

○小林教育総務課長  それでは、学校運営協議会の運営状況につきまして、御報告させて

いただきます。詳細につきましては、担当の篠原主査より説明いたします。 

○篠原教育総務課主査  それでは御説明させていただきます。 

本件は、八王子市立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則第１３条第

３項の規定に基づき、各学校の学校運営協議会より報告がありました平成２６年度の

運営状況について報告させていただきます。 

お手元の資料を御覧ください。 

学校運営協議会を設置した学校を、指定された年度ごとにお示ししております。平

成２６年度に学校運営協議会を設置している学校でございますが、合計４４校を指定

しております。 

まず、協議及び取組の内容ですが、子どもたちの学力向上を目的として学校支援ボ

ランティアによる授業補助や放課後補習などを行い、基礎学力の定着を図っていると

ころが多く見られました。また、家庭学習に力を入れている学校も増えています。家

庭学習を習慣化するための指標を定め、児童・生徒がその必要性を認識するための取

組や、保護者に家庭学習の大切さを啓発するリーフレットを作成、配布する取組など

が行われています。 

また、学校を中心として学校と地域の協働関係を良好なものにしていこうとするス

クールコミュニティの観点から、学校を拠点とする地域の交流機会の充実を図る地域

祭りや、地域防災訓練の実施など、学校からの地域づくりも行われています。 
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続きまして、成果ですが、学校運営協議会の活動が浸透してきており、学習支援を

含め、地域や保護者から学校への協力が増えております。 

学校運営協議会が学校が必要としているボランティアのニーズを把握し、児童・生

徒へのきめ細やかな対応が実現できています。学校運営協議会委員が教職員や生徒と

懇談することでニーズを掘り起こし、学校支援ボランティアによる体験学習時のゲス

トティーチャーや、放課後子ども教室などの支援により、学習意欲の向上が図られて

おります。 

また、地域行事への参加や地域住民による学校支援を通じて、子どもたちが地域住

民とふれあい、顔見知りになることで、子どもたちに地域への愛着が芽生えつつあり

ます。 

次に課題でございますが、さらなる学校運営への参画や、地域の人材の発掘、育成

などが挙げられます。各学校に多く見られることでは、ボランティアなどの学校支援

の人材が固定化されており、保護者を初めとした地域に眠っている知識や経験を持つ

人材を発掘することが課題です。また、地域やＰＴＡに学校運営協議会の活動があま

り理解されていない現状もありますので、より一層の周知が必要です。 

最後に、今後の取組でございますが、中学校を中心とした連携強化、地域人材の発

掘及び活用が挙げられます。また、地域の各団体との連携強化や、防災意識の高まり

から、地域からの要望による防災訓練の実施や、地域防災体制の構築など、学校運営

協議会が地域とともに取り組むようになっております。 

こうしたことから、地域運営学校を始めた学校においては、地域とのつながりが強

化され、地域人材の発掘や学校運営の支援増加にもつながっております。 

以上で説明を終わります。 

○坂倉教育長  ただいま、教育総務課からの報告は終わりました。 

    本件について、御質疑ございませんでしょうか。 

○金山委員  お疲れさまです。これは抜粋なのですが、抜粋ではないものを見ることはで

きるのですか。 

○篠原教育総務課主査  各学校から提出されているものがありますので、こちらは御覧い

ただくことができます。 

○金山委員  というのは、どこまで各地域運営学校の構成員の方が見られるかということ

なのですね。例えば昨年度、おのおのが参考にするためにデータベース的なものは必
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要ではないかという意味合いで、集めたものをわざわざ配布するのは大変でしょうか

らというような話もさせていただいたと思うのですが、皆さんが、あそこは何か活発

だなと思ったときに調べられるとか、自分はこれをやりたいのだけれど、どこかやっ

ていないかなと調べられるものがあるといいなという意味で、抜粋ではないものに皆

さんがアクセスできるのかということを、少しお聞きしたいと思いました。 

○篠原教育総務課主査  こちらについては、各学校から提出されたものを、各学校でも確

認ができるようにしたいと思います。 

○小林教育総務課長  昨年から、学校運営協議会の運営状況というものを、ホームページ

にアップしております。ただ、周知がなかなか行き届いていないので、周知を徹底し

て、各学校運営協議会の取組内容が確認できるようにしていきたいと考えております。 

現在のところ、２５年度、２４年度、２３年度と、年度ごとに学校運営協議会の運

営状況というものをＰＤＦで載せている状況でございます。 

○金山委員  ありがとうございます。見られる形でよかったなと思います。 

    ただ、今おっしゃっていたような周知の方法ということと、それから、この報告は

自分たちのことを知ってもらいたいということで、各学校運営協議会の方が一生懸命

書いているのですね。ですので、ぜひ、その活用をお願いしたいというのが１点です。 

    もう一つは、この前の学校運営協議会の研修会で、竹原氏にお越しいただき、学校

支援地域本部の話を熱く語っていただいて、皆さん、とても喜んでお帰りになったと

思います。八王子市として、学校支援地域本部を、学習支援という形で始められてい

るところはとても多いし、今の篠原主査の話では成果もかなり出ているということな

のですが、ただ、そことの関係性について、学校支援地域本部と自分のところとはど

うなのだろうと、おそらく皆さん思われたと思うので、そこの関係性を整理してあげ

るということが必要ではないかと思っております。 

    できれば本年度、そういう形で取り組んでいただければうれしいと思っていますが、

いかがでしょうか。 

○坂倉教育長  それについては、指導課長が答えるべきではないですか。教育総務課長で

もいいですが。 

○小林教育総務課長  前回の研修会では、学校支援地域本部について、学校にとって大き

な効果があるというお話がありました。 

    学校支援地域本部につきましては、国も、学校運営協議会と両輪で進めていく必要
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があるという方向性を示しておりますので、八王子市としてもやはり考えていかなけ

ればいけないところであると考えております。 

    ただ、今、学校支援事務局というものを八王子市は進めておりまして、９６校に学

校支援事務局を置いておりますので、今度はここをどのように発展させていくのかと

いうところを考えていく必要があります。 

    指導課と一体的に学校運営協議会を進めていきたいと思っております。 

○坂倉教育長  以前にもそこについての質問があったときに、当時の指導課長が十分に答

えていなかったのですよね。今も指導課長が答えられないというのは、やはり金山委

員の質問に対しては答えていないということだから、しっかりと考えて。例えば、名

前は挙げないけれども、ニュータウンのほうで、学校支援地域本部でしっかりやって

いるところもあるわけだから、そこはしっかりしないと、今のは前向きな答弁とは言

えないですよね。 

    報告のほうも、４年くらい前、まだ私が教育長になる前に、八王子市の例は本当に

すばらしいのだから、よそに視察になんか行く必要はないのではないかと、そのとき

にも、事例集みたいなものを出したらという話がありました。もちろん最終的に地域

運営学校になっていない学校、それから地域運営学校になった学校でも、自分が本当

に見ていこうという人でなければ、いかにアピールしても難しいことは事実なのだけ

れども、ただ、もう少しアピールの仕方があるかなというのが一つ思ったことです。

あと、今のこの報告で、成果にしても課題にしても今後の取組にしても、抜粋を読ん

でいるのだけれども、実際に篠原主査が各学校に行っているときに体で感じた問題と

か何か、その辺のところも含めて、せっかく毎回のように皆さんが行っていらっしゃ

ることは存じ上げているので、活かしていったらいいと思うのですよね。 

    そういう意味で、篠原主査が感じる今の状況がもしあれば話してほしいと思います。 

○篠原教育総務課主査  学校運営協議会には、よく傍聴に行かせていただいています。そ

の中ですごく感じるのは、地域の皆さんが、この地域の子どもたちをどういうふうに

育てていくかというのを、すごく真剣に考えていただいているということです。 

    その中でよくお話に聞くのは、地域の方々には学校運営協議会、地域運営学校とい

うものをある程度認識していただいていますが、学校に支援をしていただく方という

のが毎回同じ方で、そういう方が一生懸命やってくださっているということです。そ

れ以外の方も、協力はしていただいているのですが、なかなか一歩を踏み出すという
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ところにまだ至っていないというところも多く、また、その同じ方々も毎回支援して

いただく中で、負担感というとおかしいのですが、そういうことも若干感じていると

ころもあるのかなというところがあり、地域にいろいろアピールをしている学校もあ

ります。地域に学校だよりなどを回覧で配っていたり、学校で熟議というものを開い

て、地域の方にそこに来ていただいて、一緒に学校や地域のことについて考えていき

ましょうというふうにやっているところもありまして、行く先々の学校で、皆さんが

すごく子どもたちのことを考えてやっていただいていると感じているところです。 

    そういうところも含め、学校運営協議会の運営について、学校と一緒にいろいろと

考えていけるようになればいいかなと思いながら、いつも傍聴にお伺いをさせていた

だいております。 

    以上です。 

○坂倉教育長  どうぞ。 

○輿水委員  学校運営協議会というのが発足して何年目かになるわけですが、私は、今回

初めて八王子市の教育委員になったので、今までは外の目で見ておりました。外の目

で見たときに、私は実感として、東京都全体を見ても、東の杉並、西の八王子という

ふうに思いたいし思ってきました。特に、私が八王子のニュータウンの近くに住んで

いるということもありますが、具体的な動きを見るにつけても、なぜ、もっとこれを

広報して西の八王子を売らないのかというふうにも思っていたところです。 

    いい情報が出てくると、その情報に習うとか、自信を持つとか、いいサイクルが生

まれるのではないかと思います。だから、今のお話のように、いかに実感を伴った、

また、行ってみたい魅力的な活動を広報していくかというのは、大きなポイントでは

ないかというのが１点です。 

    この中身を見せていただいたときに、一つは防災ですね。学校が拠点になると言う

のならば、明日、もしかしたら今起こるかもしれないという防災意識を持って、地域

が一緒に行う、常にそれを掘り起こしておく必要があります。 

    協議及び取組の内容を見た中で、防災関係を挙げていらっしゃる学校が、もちろん

たくさんありますし、行ったけれども書いていないというところもあるのでしょうが、

ある意味、防災・安全というところはどこも共通したものとして挙げていくのも一つ

の方法かなと思います。 

    と同時に、特別の教科としての道徳が位置づけられてきたという中で、道徳という
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のは、教科として行うだけだとか、学校の中で週１時間どうにかするだけでは、ある

意味ではしれていると思うんですね。だからこそ、地域の力、家庭の力だと。 

    そうなると、この御報告の中に、道徳授業の地区公開講座についてふれていらっし

ゃる学校もいくつか散見いたしましたが、人数がどんどん減ってくるとか、来る人が

限られてくるとかという中で、そのときだったらぜひ来ようとか、ぜひここはという、

そういう工夫が各学校にいくといいのかなと思います。そういうビジョンといいます

か、それを提供してあげられる、刺激として示唆していけるような、そんな取組が欲

しいなと思ったところです。 

    以上です。 

○斉藤統括指導主事  今、輿水委員がおっしゃった、道徳授業地区公開講座につきまして、

例えば、私は去年、陶鎔小学校の道徳授業地区公開講座を拝見したのですが、そのと

きに学校運営協議会の皆さんが、「わたしたちの道徳」を使った寸劇のようなものに

取り組んでいて、学校の管理職、ＰＴＡの関係者が一緒に壇上に立って子どもたちに

示し、それから中に入って子どもたちと協議を行うなどということを行っていらっし

ゃいました。 

    そのような、学校運営協議会の委員の皆様が積極的に道徳というようなことについ

てかかわってくださる事例も、指導課だよりのほうで公開させていただきましたので、

指導課としましても、そのあたりをバックアップしてまいりたいと考えております。 

○星山委員  二つの点からお願いしたいと思います。 

    以前も申し上げたかと思いますが、たくさんの人材を学校の中で束ねていくという

ことに関して、この学校運営協議会という制度を利用しますと、現在、主に副校長先

生が担っていらっしゃる、人をコーディネートしたり、ボランティアを見つけたりと

いった非常に煩雑なところのお手伝いが相当できるのではないかと思います。実際に

学校運営協議会の中に置かれている学校コーディネーターという仕事があるのですが、

どこの学校のコーディネーターさんも非常に熱意を持って社会貢献していらっしゃる

なと、いつも本当に感心しています。 

    この方がいらっしゃることによって、学校がどれだけ支えられるかということを、

実際、学校運営協議会をなさっていない先生方は御存じないのだなということを、よ

く学校を訪問していると感じるのですが、このコーディネーターさんを大切にしてい

ただくということがすごく重要で、それから、育てていくということも重要だと思い
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ます。 

    それから、ニュータウン地域では、コーディネーター同士が集まって協議会をして

いらっしゃる地区もあるんです。そうしますと、例えば人材が足りないとか、問題が

起こったときに、学校間で協力ができるという、非常に広域な協力・連携体制が引か

れていることがすばらしいと私は感じていますので、その辺の重要性をぜひ伝えてい

ただけると、学校運営協議会をすることの意味をまだ御存じない学校にも伝わるので

はないかと、常々思っています。 

    それから、これから支援員も不足していくと思いますが、徹底的に不足しているの

がボランティアです。人材を発掘していくというときも、例えば、ある学校のその地

域は、非常にボランティア人材を発掘するのが厳しいというところでも、広域で見て

いくといろいろな人材がいるので、やはりそこの情報共有はすごく重要だと私は思っ

ています。ですから、コーディネーターさんを大切にしていただくということと、そ

れからコーディネーターさん同士をつなぐことで学校間で情報共有をしていただくと

いうことが重要ではないかと思います。 

    最後に、いつも私が頑張ってきたことなのですが、誰もなかなか周知していただけ

ないので言ってしまいますが、ニュータウン地域の学校運営協議会に所属している学

校は、校長先生方がつながり、研修会もお金を出し合って一緒に行ってくださってい

ました。年間２０回も行っているところは、日本全国どこにもないのではないかと思

いますし、学校運営協議会がやっているからこそ、教員と保護者とサポーターと地域

の方が、みんな一緒に支援の必要なお子さんの特性理解や支援方法を学んできたので

す。 

こんなにすばらしいことを行っている地域はないのに、どうしてみんなそこをもっ

とアピールしないのだろうと思っていました。こういうことは、学校運営協議会のす

ばらしいところだと思っているので、ぜひそこをＰＲしていただいて、お困りの地域

にも行かせていただければいいかなと思っています。 

    以上です。 

○小林教育総務課長  ただいま、星山委員から御意見をいただきましたコーディネーター

でございますが、学校運営協議会の中にコーディネーターが必ず１名いるかどうかは、

おそらく学校によって違っております。 

    コーディネーターの役割は、学校支援地域本部を運営していくことだというふうに
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思っておりまして、その方たちが学校運営協議会の委員になって、学校運営協議会で

話し合われた内容に基づき、人集めだったり、学習支援であったりというものを行っ

ていくものだと捉えております。 

    学校運営協議会という切り口で、このコーディネーターの役割や位置づけをするこ

とは難しいと思いますので、先ほども申し上げましたとおり、八王子には学校支援事

務局というものがございますので、ここと一体的に仕組みづくりをしていかなければ

いけないというところで、今後、指導課と協議をしながら進めていきたいと考えてお

ります。 

    あと、ニュータウン地域の学校運営協議会がつながっているというのは認識してい

るところでございますが、研修会を年間２０回行っているというのは、私も捉えてお

りませんでした。このように、合同で行うなどの先進的な取組を行っているというこ

とであれば、それは他の地域や他の学校運営協議会にも周知をしていかなくてはいけ

ないと思いますので、教育総務課としても情報収集等をして、周知していきたいと考

えております。 

○輿水委員  関連質問です。今の話ですが、学校運営協議会と学校支援地域本部とは違う

というのは組織的にはわかるのですが、八王子市では、学校支援地域本部はどれくら

い成立しているのでしょうか。 

○中村指導課長  すみません。現在、把握しておりません。申し訳ありません。 

○輿水委員  本当にまだ駆け出しで、どの地域でもなかなか固まり切れていないというと

ころでもあろうかと思います。 

    今のお話のように、学校運営協議会とのかかわりだとか、それから評議員会とのか

かわりだとか、さまざまな会が学校にどんどん入ってきて、行政指導もなかなか大変

かと思います。 

    ぜひ整理をした上で、屋上屋を重ねないように、兼務できるようなものがあれば兼

務するような形で、実際に動ける組織になっていくように、指導課を中心に御指導い

ただければと思います。 

○坂倉教育長  八王子市は地域も広くて、地域特性もおのおのなので、おのおのに合った

学校運営協議会であっていいと思いますが、今日の議論を聞いた中では、地域に合っ

たやり方をするにしても、やはりお互いに他はどんなことを行っているのかという声

がある中で、これまで以上に各学校の情報というのを流す必要があるのではないかと
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いうのが一つ。 

それから、これだけ地域運営学校に手を挙げる学校がある中で、選ぶ、選ばないは

別として、学校支援地域本部のような形の制度という受け皿というものを、早めにし

っかり考えていかなければいけないと思います。既に学校支援事務局制度を入れてい

る学校があるのですから、どこまで行政が手を出すかは別にして、早めに仕組みとし

ての整理ということを考えていく必要があると思っていますので、そんな形で、ぜひ

今後とも進めてほしいと思います。 

ということでよろしいでしょうか。 

○和田委員  学校運営協議会については、毎回同じことを申し上げているのですが、先ほ

ど、輿水委員からもお話がありましたけれども、やはり数を増やすというか、全校で

取り組んでいったらどうかということを、繰り返し主張させていただきたいと思いま

す。 

    学校が選択するというよりも、八王子の特色として学校運営協議会というものがあ

って、地域の人たちと一緒に学校づくりをしているのだという、そういう八王子の特

色を出せるような取組の一つとして紹介をしていただきたいというのがあります。こ

れが１点目。 

    ２つ目は、小中一貫を推進している以上は、小中合同でこういう協議会が開けない

のかなというところを毎回見ているのですよね。小中一貫や三校連携を考えながら取

り組んでいる記載というのは、見たところ本当に限られていて、中山小学校の1か所で

すかね。その辺のところに書かれているくらいなのですが、やはり地域をどう捉える

かというところだと思います。前の教育委員会の中での話し合いでは、八王子市を全

校学区にするという意見も出たことがあるわけですが、小中学校の学区すら協働しな

いのに、全体を学区だと考えることはなかなか難しいので、やはり小中連携をしてい

る以上は、小中での学校運営協議会の開催等も取り組んでいってほしいというのは、

毎回申し上げている２つ目です。 

    ３つ目に申し上げているのは、先生方の協力のところです。要するに、先生方が学

校運営協議会にどうかかわっているのか。ざっと見てみると、主幹教諭が積極的に参

加するようになったという表現が入っていたりしますが、やはり学校運営協議会は学

校教育を推進していく核にならなければいけない部分で、ただ外部からの意見として

だけ申し上げるという、前の学校評議員制度とは違うわけなので、そうなってくると、
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学校の先生との関係をきちんとつくっていくような取組もぜひしてもらいたいと思っ

ているのですが、この書きぶりだとなかなか先生方がどうかかわってくるのか見えて

こないのですよね。その辺のところが、少し残念かなと。一つの目的でもあるのに、

なかなか取り組まれていないなと思います。 

    それから、こういう報告を見るたびに思うのですが、先ほどからのお話のように、

取り組んでいることをどんどん紹介していく。こんな活動ができるのだというアピー

ルを、本にするかパンフレットにするか、何でもいいのですが、どんどん他の取り組

んでいない学校やこれから行おうとしている学校に対して情報提供をしていっていた

だきたいと思っています。 

    その中で、今後の進め方の一つとして、教育というのは目的と方法、手段があるわ

けなのですが、学校運営協議会の取り組んでいる内容が、例えば教育課程の中の内容

に踏み込んでいるのか、あるいは校長が取り組んでいる学校経営方針の柱に沿った活

動になっているのか。その辺が、内容を充実させるかどうかということ、あるいは教

員との関係をつくっていく中で、大事なポイントだと思っているのですね。 

    たくさんイベントや取組が紹介されているのですが、ではその先に何がその学校の

課題としてあって取り組んでいるのかというあたりが、まだ十分に見えてこない。今、

この学校ではこういうことが問題、例えば道徳性の問題がある、あるいは地域でのか

かわりが足りないというような、そういうことを学校が教育課程の中に組み込みなが

ら取り組んでいるわけだから、それに学校運営協議会の人たちが協力したり、乗っか

ったり、広げていったりするような、そういう活動につなげていっていただければと

思っています。 

    やはり、目的と方法や手段が一つになっていかないと、組織はつくるけれども別の

活動をたくさん行いましたよというのでは、学校を組み立てていく教育の組織として

は機能しないのではないかと思っています。 

    しかし、毎回これだけ報告があって、これだけ取り組んでいるということは、本当

にありがたいことだし、子どもたちのためになっているのだろうなということは、非

常に強く感じています。意見として聞いていただければと思います。 

○金山委員  先ほど教育長が言われたお話で、数年前に小松教授が来られたときに、これ

はもったいないと、京都みたいにアピールしてみたらどうですかというようなお話を

いただいたのですが、本当に八王子市はいろいろなことを行っているのに、あらゆる
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場面でアピールが下手だなと思いますので、もっと外に見える形にしていただきたい

ということが１点です。 

    それと、先ほど星山委員がおっしゃった学校コーディネーターの話なのですが、私

は地元のことなのであまり触れなかったのですが、本当にいい活動をしていらっしゃ

います。ただ、学校コーディネーターの担当は指導課ですよね。学校運営協議会は教

育総務課ということで、課をまたいでしまっているので、なかなかそこで教育委員会

の中でも情報が行っていないのかなという気がとてもします。 

    どうしたら情報が流れるのか。これから先のあり方を考えるにも、両方が頭を寄せ

集めないと無理だと思いますので、そこは考えていただきたいと思います。 

    以上です。 

○廣瀬学校教育部長  今のお話で、課が分かれてしまっているということですが、そこは

組織の中で課の連絡協議会というものをつくり、随時、話をしていますので、その中

で解決をしていければと思っております。 

○坂倉教育長  他にございませんでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○坂倉教育長  それでは、次に、指導課から御報告を願います。 

○佐藤統括指導主事  それでは、八王子市いじめ防止に関する推進会議の設置について御

説明をいたします。 

    詳細は、和田主査より御説明いたします。 

○和田指導課主査  まず、私のほうからは、八王子市いじめ防止に関する推進会議の設置

に至った経緯について、御説明いたします。 

    経緯としましては、平成２５年９月のいじめ防止対策推進法の施行。平成２５年１

０月の国のいじめ防止基本方針の策定。平成２６年７月の東京都いじめ防止対策推進

条例が施行されてまいりました。本市におきましては、平成２６年３月２０日に八王

子市いじめ防止基本方針を策定いたしました。本方針では、いじめを重大な問題と捉

え、教育委員会と学校、家庭、地域、関係機関が連携して、いじめの防止等の対策を

推進するとし、いじめを学校だけでなく社会全体の問題として捉えるという認識を示

しております。 

具体的な取組としまして、各学校では学校いじめ防止基本方針を定め、対策委員会

を設置し、組織的な対応をしているところでございます。また、教育委員会の取組と



 
２２ 

しましては、日常的な学校への支援、いじめの実態把握、関係機関との連携、教員研

修、啓発活動、教育相談、重大事態発生時の対処、以上の７点を本方針で示しており

ます。 

そこで関係機関との連携を深め、いじめの未然防止に向けた具体的な方策を協議す

るため、八王子市いじめ防止に関する推進会議の設置要綱を策定しました。 

資料２枚目を御覧ください。 

推進会議の役割といたしまして、意見聴取や出席者同士の意見交換を行う場である

ため、会の進行は所管課である学校教育部指導課が行うものとなっております。この

会の所掌事項は、第２条のとおりでございます。３点ございます。一つ目は、市また

は八王子市立学校におけるいじめ防止等のための対策に関する事項、二つ目は、いじ

め防止等に関係する機関及び団体の連携に関する事項、三つ目は、その他、いじめ防

止等のための対策の推進に必要な事項となっております。 

次に、本推進会議の委員について、御説明いたします。あわせて資料３枚目を御覧

ください。八王子市いじめ防止にかかわる組織体制でございます。 

本推進会議は、学校教育に関係する学識経験を有する者、専門的知識（法律、医学、

心理、福祉等）を有する者、学校関係者、八王子市立学校長、教育委員会事務局等に

ある者から１５名以内をもって組織することとしております。 

近年、学校を取り巻く問題の要因は多岐にわたっておりまして、学校関係者のみで

は解決がなかなか図られないものが増えてきております。いじめについても例外では

ないと捉えております。そのことを踏まえ、本推進会議の構成員を決定したところで

ございます。 

各学校での取組になりますが、３枚目の資料の下のほうになります。各学校での保

護者や地域とのかかわりも含めたいじめ防止、いじめの早期発見、早期解決に向けて

の取組についても記載しておりますので、御覧いただきたいと思います。 

次に、推進会議の委員の任期でございます。任期は２年間となっております。 

最後に、重大事態が発生した場合に召集します調査部会について御説明いたします。

本推進会議は、あくまでもいじめ防止に向けた意見聴取等の場となっておりますので、

重大事態が発生した場合には、推進会議とは別に調査部会を設置いたします。調査部

会を中立、公平なものとするため、法律、医学、心理、福祉等専門的な知識を有する

者、警察関係者を含む重大事態に利害関係を有しない者、３名以上をもって組織いた



 
２３ 

します。本年度、推進会議は２回の開催を予定しております。推進会議での意見聴取、

意見交換を通じて、学校と地域、関係機関が連携した継続的ないじめ防止の取組を進

めてまいりたいと考えております。 

説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○坂倉教育長  ただいま、指導課からの報告は終わりました。 

    本件について、御質疑はございませんでしょうか。 

○金山委員  質問ですけれども、組織体制のところで、学校関係者と学校長の違いを教え

ていただけますか。学校関係者には、学校長は入らないのですね。 

○佐藤統括指導主事  学校長は、中学校校長会、小学校校長会から代表として参加してい

ただくということで、学校関係者は学校を取り巻く、例えば、学校運営協議会など、

教員以外の方も含むという考えでございます。 

○金山委員  例えば、教員と学校運営協議会の委員さんということですか。 

○佐藤統括指導主事  学校長は、中学校校長会、小学校校長会の代表として参加していた

だいて、校長とはまた別に参加していただくということです。 

○山下学校教育部指導担当部長  学校の教員側ということで適するのは校長ということで

すが、その関係者というのは、保護者等も含めた形の、学校に関係のある者という認

識でございます。 

○金山委員  組織体制の図のところで、「各学校でのいじめに関わる取組」のところには、

「学校関係者（保護者を含む）」とわざわざ書いてあるのですが、上のところには書

いていないというのは、何か理由があるのでしょうか。 

○佐藤統括指導主事  下の、日常的な組織、または重大事件が起きたときの学校内の組織

におきましては、保護者を入れているという学校も多くございます。また、学校運営

協議会また、学校評議員会のほうには、ＰＴＡ会長または元ＰＴＡ会長などがメンバ

ーとして入っているということで、そこにはもう保護者が決まっているということで

記載させていただきました。 

○坂倉教育長  今の佐藤統括指導主事の説明だと、上と別みたいになっていますが、たま

たま上の同じ趣旨の中で言ったときに、どちらの表記が正しいかわからないけれども、

それが合っていなかっただけではないのですか。 

    今の説明だと、あえて違うように聞こえますよ。 

○山下学校教育部指導担当部長  御指摘いただきましたとおりで、上下とも同じ意味、学
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校関係者ということで、上の記載が含まれております。 

○坂倉教育長  金山委員がおっしゃっているのは、保護者を入れたいという形は前からあ

ったので、同じような形でやっているとすれば、上も「（保護者を含む）」にしてお

いたらいかがでしょうか、ということですね。 

    他にございませんでしょうか。 

○星山委員  今日は組織体制の話なので内容には踏み込めないのですが、３枚目の図のと

ころで、やはり何となく私は「防止」というところで見えにくいなというふうに感じ

ています。 

    １点目は、日ごろから感じていることなのですが、いじめというのは子ども本人が

いじめと感じたらいじめなのですが、そこからどのようにしてヘルプを、私たちがサ

インを読み取れるかというところの体制づくりが非常に重要だと思うのですが、この

図だと、もういじめが起こってしまってからどうするかという話になっていますが、

そうではなくて防止で一番大事なのは、小さなサインを読み取るというところではな

いかと思いますので、そこのところをきちんと図で示すなり、理念で示していただけ

るといいのではないかなと思います。 

    ２点目ですが、これはまた私の専門で、申し訳ないですが、発達障害といじめはと

ても関係があります。この事例でよくわかるように、いじめで非常に影響力を持つの

は、担任と保護者なんです。金山委員がおっしゃりたいのもそこだと思うのですが、

この子どもに一番近い位置にいる方たちが理解していただかないと、いじめはなかな

かなくならない。この理解をどういうふうに促していくかということですね。ここの

ところも、研修なのか、市民に対する理解・啓発なのかわかりませんが、そこに関し

ても、ぜひ、防止という意味において御理解を深めるような対策が必要ではないかな

と思いますので、お願いしたいと思います。 

    それから、もう、いじめの問題は全国的な問題ですが、これは個人的な感想ですが、

いじめを最も防ぐ有効な手だては、開かれた学校になって子どもたちと地域の方々や

大人、いろいろな方々が子どもにかかわる機会が増えるという開かれた学校そのもの

ではないかと個人的には感じていますので、遠いようですが、さっきの地域運営学校

の話も非常に関連性があって、やはり地域の方たちが子どもの近くに行くことによっ

て、いじめというのは未然に防げる部分がたくさんあるのではないかなと思いますの

で、その辺のところも八王子の特徴だとすれば、ぜひ、入れていただけるとよいもの
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になるのではないかなと思います。 

    以上です。 

○山下学校教育部指導担当部長  こちらの図はいじめ防止推進会議の位置づけを提示しよ

うということで作成したのですが、御指摘のとおり、図の中でなかなか明確ではない

のですが、教育委員会から学校へのラインのところ、そこがふだんのラインとしては

本来は太い中で、ここでさまざまな研修等の取組を含め、それから教育相談的なこと

を含めて動いています。 

    御指摘のあったとおり、最終的には日常的な担任、教員の意識とか、子どもに対す

るまなざしが一番大事ということで、それをサポートする意味で、このいじめの調査

ですとか、さまざまな支援を行っているということで、このあたりをもうちょっと明

確に出したいと思っております。 

    それから、特別支援のことに関しましても同じように、普段の動きの中でここの部

分を課題として動いているというところについては、少し検討させていただいて、示

し方について考えていきたいと思います。 

    また、今ありました地域に開くということで言えば、そのことを通じて教員の指導

方法の改善ですとか、そういうところも含めて重視していきたいと思いますので、御

意見を参考にさせていただいて、周知を図っていきたいと思っております。 

○輿水委員  感想も含めてですが、例の川崎の事件が報道されて、きのうで、ある種、節

目の２か月でしたか３か月でしたか、経ったと思います。その間、あの河原であれだ

けの献花があってというのを見たときに、潜在的な被害者、または、まかり間違えば

自分が加害者になったかもしれない、その側に立ったかもしれないという人たちが多

いのだろうなと、つくづく感じているところです。 

    これは、当該の子どもたちだけではなくて、自分の子どもも、もしかしたらと思う

親や、また、うちの地域の子どもも、もしかしたらと思う方々が多い。つまり、当事

者意識を持っている人たちの足が、そこに向いたのではないかなというふうにも思い

ながら、ニュースを見ていました。 

    とすると、本当に知り合いだけではなくて、そういう、あってはいけないけれども

事件があってしまったときには、そのことをいかに教訓にするかというのは大きいの

かなと思うのですね。もちろん、この総合教育会議というのも、大津の事件がきっか

けでというふうに、それだけではないのは重々承知しながらでありますが、自分で命
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を絶つ子、または川崎のように不幸にしてああいう形になる子、さまざまありますが、

そういう、ある意味では事例をいかに活かすかということが大事ではないかと思うの

です。 

    とすると、「指導課主催研修会・連絡会議等」というふうに、きちんとここに位置

づけていただいているというところに、何かしら、やはり参加する者の当事者意識、

我が事として考える、そういう、この言葉がいいかどうか、インパクトがあるといい

ますか、本当に影響力を与えるような研修会を、ぜひ、企画していただけたらと思い

ます。 

    神戸の事件があったときに、東京都では、神戸の実際にその事件に当たった人たち

を呼んで研修会を持ったときの衝撃は忘れられないものがありました。ですからやは

り、すごく厳しい中で取り組んできた自治体、または学校関係者の方々の思いや、ノ

ウハウなんて言ってはいけないけれども方策、対応策等についても、じかに聞くよう

なそんな研修会、連絡会があれば。もちろん、大きな社会的事件でなくてもいいので、

そんな研修会をぜひ計画していただければいいなと思います。要望です。 

○坂倉教育長  第２条の（１）と（２）が大きな目的なのでしょうし、そのときに（２）

はどちらかというと主観論で、（１）は目的論だと思うのですよ。そうすると、３ペ

ージ目の左側も、今言った会議と研修と各学校の間に、一方通行か両方かわかりませ

んが矢印のような形になって、そんな形で進んでいけるといいですね。今後、体制が

できて、それが今言った全体的な方針を、まさにここで話したような形をそこで話し

てもらって、それが各学校に降りたり、各学校から上がってきたりという形になるの

がいいと思いますので、そんなことを踏まえながら、ぜひ、やっていただければと思

っています。 

    他にございますでしょうか。 

○和田委員  説明を聞いて、推進会議の趣旨が、意見聴取の場であるということがわかり

ましたので、こういう要綱になるのかなと思いましたが、所掌事項の中の協議の内容

がこういうふうになっているわけなので、やはり協議した結果については、推進会議

の招集者である指導担当部長が、その中での話し合いをまとめていただいて、教育委

員会内への報告をすると、そういう流れになると理解していますけれど、まず、これ

で合っているのかということが１点です。 

    それから、２点目は、調査部会というのは、イメージ的には第三者機関というイメ
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ージを持っていらっしゃるのでしょうか。要するに、構成メンバーの中で専門的知識

を持つ者をかなり招致したり、警察関係者などの名前も入っていたりと、学校から離

れた、学校を第三者として見ている立場の関係者が入っているわけですけれど、推進

会議の一番最初に入っている「学校教育に関する学識経験者を有する者」というのは、

もう、ここから外れてしまっているように思います。やはり大津などの調査委員会、

調査部会などを見ても、尾木直樹さんが入ったりしていますよね。要するに、学校の

仕組みを知っているということが、やはり大きな利点にもなるので、外部に全部委ね

るというよりも、むしろそういう学校の仕組みやシステムや教員についてだとか、そ

ういったようなものがわかる方も参加していただいたらいいのではないかなと思って

いるのですね。 

    それで、改めてお聞きしたいのですけれど、そうすると調査部会の部長、会長は、

どなたになるのですか。また、ここで会議を開いたときに、どなたがこのまとめをし

て報告をされるのですか。その辺のところも確認をさせてください。 

    まず、協議会の趣旨をお願いします。 

○佐藤統括指導主事  まず、１点目のことにつきましては、和田委員がお話しされたとお

り、指導担当部長のほうがまとめまして、教育委員会のほうに報告させていただきま

す。 

    ２点目のことについてでございますが、調査部会において、会長というものは現段

階では考えておりません。そこで構成されたメンバーによって座長をつくります。ま

た、報告につきましては、教育委員会の指導課を事務担当者という位置づけで考えて

おります。理由としては、やはり教育委員会指導課も関係者になってしまうというこ

とで、中立、公平の立場と考えましたら、やはり事務局サイドでその話し合いをまと

めて報告する立場と、とらせていただいております。 

    また、和田委員からお話しのありましたように、ここに学校を知っている、組織を

知っている学識経験者がいないということにつきましては、検討してまいりたいと思

います。 

○山下学校教育部指導担当部長  補足させていただきます。 

    和田委員からありました調査部会は第三者委員会的な位置づけかということですが、

この要綱の中では、推進会議とは別に調査部会を置くことができるというところまで

の規定をしておりますので、この先のことについては、詰めていく必要はあるのです
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が、この事態の大きさによって調査部会というものは規模、内容が変わってくると思

います。 

    それから、被害者の方の心情に寄り添う中で、どの程度、第三者的要素を強めるか

というところがあろうかと思いますので、この要綱ではあくまで置くことができると

いうことにしています。 

    それから、学識経験を有する者というところも、そのあたりの流れの中で、どの程

度入ってくるかということはありますが、この図の中では「有する者を含む」という

ことですので、警察関係者や専門知識を有する者に限定しているという考えではござ

いませんので、このあたりは、実際に起こった中ではともかく、この枠組みの中で、

ある程度判断ができるような形の規定に、今のところなっているということです。 

    以上です。 

○坂倉教育長  起きないにこしたことが一番いいのだけれど、仮に起きたときには、ケー

ス・バイ・ケースで見ていくということですね。そういう形の中で、最低限、警察、

心理学者あたりを入れて、専門家の意見をプラスしていくのだということだと思いま

すし、それはそれでいいのですが、和田委員がおっしゃったのは、恐らく、どちらか

というと大津の事件を前提にして、教育委員会が機能しないという前提でこれもつく

られているような感がある中で、そうではないだろうと。ここで、協議会制度も変わ

ってきて、総合教育会議ができたり、委員長と教育長の一体化があったりする中では、

もう少し自信を持ってやるためには、関係者が入ったほうがいいのではないかという

ようなご意見だと思います。ケース・バイ・ケースでいいとは思うのですが、第三者

的というと聞こえはいいのだけれども、逆に当事者能力がないのではないかという見

方もできますので、そこはぜひ、積極的に対応していく姿勢を見せてほしいと思って

います。 

    他にございませんでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○坂倉教育長  それでは、指導課からの報告は終わりました。 

――――――――――――――――――◇―――――――――――――――――― 

○坂倉教育長  他に、何か報告する事項はございませんでしょうか。 

    それでは、図書館部から、御報告をお願いいたします。 

○村田南大沢図書館長  それでは、お手元に配付させていただいております「『としょか
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んこどもまつり』の実施結果について」に従って、御説明させていただきます。 

    この「としょかんこどもまつり」に関しましては、平成１３年に「子どもの読書活

動の推進に関する法律」が施行され、その中で、４月２３日が「子ども読書の日」と

制定されたことにちなみまして、図書館として、子ども一人一人の読書習慣の定着、

また、子どもの自主的な読書活動を推進することを目的に、平成２０年から開催して

おります。 

    当初、中央図書館だけでやっておりましたが、現在は４館全てで実施しております。 

    今回、４月１８日（土）、１９日（日）で実施いたしました。 

    このイベントは、市の広報、市ホームページ、図書館ホームページ、図書館広報誌、

ポスター、チラシにより周知いたしました。また、市内全小学校、幼稚園、保育園に

もポスターを配布いたしました。また、中央図書館の近隣の小学校ということで、横

山第二小学校の１年生から４年生には、全員にチラシを配布させていただきました。 

    実施内容ですが、今回、二日間で２６０名の参加をいただきました。中央図書館で

の実施ですが、４月１８日（土）に１７０名ほどの参加で、「あかちゃんとたのしむ

わらべうた」ということで、お話の部屋で幼児と保護者を対象にしたわらべ歌、小学

生を対象にして「図書館探検隊」、それから幼児、小学生を対象にした「おはなし

会」等を実施いたしました。 

    裏面に行きます。 

    また、生涯学習センター図書館におきましては、同じく１８日と１９日で３９名の

参加ということで、「おはなし会」を１８日に、それから１９日には小学生を対象に、

本のポップを作成する企画を実施いたしました。本のポップということで、子どもた

ちに本の紹介を書いていただきまして、それを２０日から２６日の間に、生涯学習セ

ンター図書館にて展示を予定しております。 

    次に、南大沢図書館ですが、１９日（日）に「おはなし会と工作」ということで、

絵本の読み聞かせと共に、折り紙でこいのぼりを作成しました。また、現在、「おす

すめこいのぼり」としまして、４月１２日から５月６日まで、子どもたちにお勧めの

本を書いていただいたものを、絵に書いたこいのぼりにうろことして張りつけるとい

う企画を現在実施中です。 

    最後に川口図書館ですが、４月１９日（日）に「紙芝居とおはなし会」を実施し、

この紙芝居につきましては、川口図書館の職員が自分たちで、ストーリー、それから
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絵を書きまして、松姫の話を題材にした紙芝居を作成して、子どもたちにお話と紙芝

居をしたところでございます。 

    図書館は、おはなし会とか読み聞かせを結構多くやっておりまして、例えば中央館

ですと、ブックスタートとか３歳児健診等を含めまして月に８回も「おはなし会」を

継続して、毎月実施しております。そういう中で、季節にあわせ、また、こういうイ

ベントを通じて、着実に子どもたちに読書習慣の定着を図っていきたいと考えており

ます。 

    報告は以上です。 

○坂倉教育長  図書館部からの説明は終わりました。 

    本件について、御質疑はございませんでしょうか。 

○金山委員  中央図書館のほうには伺えなかったのですけれども、南大沢図書館のほうに

伺いまして、子どもたちがお話を聞いているところを見せていただきまして、皆さん

親子で来られていて、とても楽しげな、いい集まりだと思いました。南大沢でも毎月

６回程度やっていらっしゃると聞きまして、とても大変だなと思いましたが、子ども

たちの読書のきっかけになれば、本当に１人でも印象に残していただいたら、うれし

い限りだと思います。ブックスタートも、とてもいい企画だと思っております。 

    質問は、そのときに必ずボランティアさんが参加してくださると思うのですが、そ

のボランティアさんが、どういう団体の方とか、どういう方という御紹介をいただけ

ますでしょうか。 

○村田南大沢図書館長  八王子市の図書館ではボランティア団体が、おはなしの会とか、

展示などに、今現在、図書館ボランティアの会など８団体くらい参加をいただいてお

ります。 

    おはなし会に関しましては、今回、八王子おはなしの会や図書館ボランティアの会

等の協力をいただいておりまして、そういう方たちが定期的に図書館に来ていただい

て、お話に協力していただいております。 

○金山委員  やはり、専門的にやっていらっしゃるボランティアさんのお話は、とてもお

もしろくて聞き入ってしまうようなお話しでしたので、多分、そういう方の御協力な

しにはできない企画だと思います。本当にいつもありがとうございますと申し上げた

いなと思いました。 

    それと、やはり周知方法が、図書館のホームページも見たのですけれども、多分、
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こういうイベントは、そのページに入ってぱっと見られるといいなと、とても思うの

ですけれども、あるということを知って探さないと出てこないので、そのあたりはも

っとよい方法がないのかなと、とても思いました。 

○村田南大沢図書館長  情報の周知に関しましては、私たちもなかなか難しいと思ってお

ります。八王子市のホームページでイベント情報というのがありまして、曜日ごとに、

いろいろなイベントをざっと見ることはできます。今回も利用させていただいていま

すけれども、そういう部分に、なるべくイベントを入れるようにはしております。 

    また、図書館ホームページも、どうしてもいろいろな情報を出したいということで、

何層も探っていかないといけないような部分がありますけれども、ホームページの改

良につきましても、第三次計画でも予定しておりますので、より見やすいホームペー

ジになるよう検討していきたいと思います。 

○坂倉教育長  他にございませんでしょうか。 

    「第五小学校と横山第二小学校の１～４年生にチラシ配布した」という意図は、ど

ういうことなのですか。 

○中村中央図書館長  できる限り来ていただきたいということがありまして、本来は全校、

中央図書館周辺の学校に配ろうと思ったのですけれども、せめて横山第二小学校と第

五小学校の低学年の生徒には来ていただきたいという気持ちから、そこだけ、すみま

せん。重点的に配らせていただきました。 

○坂倉教育長  公平性や何かは、実際にそこしかないのだから、それはそれでまた図書館

のほうで考えればいいのだろうけれど、１～４年生となると、どちらかという読書離

れがその先からぐっと出ると言われているではないですか。それを考えたときに、む

しろ割と積極的よりも離れるところなのかなと個人的には思ったのですが。 

○小坂図書館部長  確かにおっしゃるとおり、高学年、さらに中学、高校といくにつれて、

読書離れが進んでいくわけですが、少なくともこの小さいときに、いい印象を持たせ

ておくことによって、それが少しでも防げるのではないかと、そうした意図でござい

ます。 

○坂倉教育長  他にございませんでしょうか。 

○和田委員  中央図書館の取組の中で、図書館探検隊のところで、小学生が２８名となっ

ているのですけれども、これは小学生だけでの参加になるのですか。どんな仕掛けを

すると、こういうふうに小学生が集まって、これに取り組めるのですか。 
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○中村中央図書館長  これは、普段図書館の中で、表の部分は見られるのですけれども、

閉架書庫のところに入れないということから、バックヤードツアーみたいな形で開始

しています。特に、興味を持たれる子どもというのが、小学校の低学年の子が多いと

いうこと。それがあって、今回も参加したのは、この２８名というのは小学校の低学

年の子が中心で参加されています。 

○輿水委員  補足というほどでもないのですが、図書館探検隊という教材が、小学校２年

生の国語にあります。だから、きっとこのネーミングもおもしろかったのかなと思い

ました。 

○坂倉教育長  もう少し大きくなると社会科見学で、１日ではないけれども、図書館の受

付窓口なんかにやってきますよね。 

    他にございませんでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○坂倉教育長  それでは、これで公開の審議は終わりますけれども、委員の方々から、何

かございますでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○坂倉教育長  ないようであります。 

    それでは、ここで暫時休憩といたしたいと思います。 

    なお、休憩後は非公開となりますので、傍聴の方には御退出をお願いいたします。 

    ３５分再開でお願いします。 

〔午後１０時２７分休憩〕 
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